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１【提出理由】

　平成28年６月23日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会に係る規定の追加、取締役会に係る規定の変

更、監査役会に係る規定の削除等、必要な変更を行う。

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石川俊彦、神村昌宏、野﨑正幸、小宮一浩、

松本松仁、松井雅史、井上典久、梅澤惠二、井上雅行の９氏を選任する。

 

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、岩渕信夫、長谷川洋一、古谷伸太郎の３氏を選任する。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渋谷道夫氏を選任する。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内と定める。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内と定める。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 41,264 344 － （注）１ 可決　99.16

第２号議案    （注）２  

石川　俊彦 41,132 476 －  可決　98.84

神村　昌宏 41,219 389 －  可決　99.05

野﨑　正幸 41,195 413 －  可決　98.99

小宮　一浩 41,209 399 －  可決　99.02

松本　松仁 41,212 396 －  可決　99.03

松井　雅史 41,212 396 －  可決　99.03

井上　典久 41,210 398 －  可決　99.03

梅澤　惠二 41,211 397 －  可決　99.03

井上　雅行 40,349 1,259 －  可決　96.96

第３号議案    （注）２  

岩渕　信夫 41,063 544 －  可決　98.67

長谷川洋一 41,180 427 －  可決　98.95

古谷伸太郎 41,065 542 －  可決　98.68

第４号議案    （注）２  

渋谷　道夫 40,916 691 －  可決　98.32

第５号議案 41,039 568 － （注）３ 可決　98.62

第６号議案 41,127 481 － （注）３ 可決　98.83

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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